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議案第４５号 

   世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 使用料等の額を改定する必要があるので、本案を提出する。 
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   世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例 

世田谷区立保健医療福祉総合プラザ条例（平成３０年１０月世田谷区条例第６１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表第２備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１５条関係） 

区分 

 

 

 

 

施設 

午前 午後Ａ 午後Ｂ 夕方 夜間 

午前９時

から正午

まで 

午後０時 

３０分か 

ら午後２ 

時３０分 

まで 

午後３時 

から午後 

５時まで 

午後５時 

３０分か 

ら午後７ 

時３０分 

まで 

午後８時 

から午後 

１０時ま 

で 

区民活動

支援会議

室 

区民活動 

支援会議 

室１－１  

１，０５ 

０円 

７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

区民活動 

支援会議 

室１－２ 

１，０５ 

０円 

７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

区民活動 

支援会議 

室２ 

１，０５ 

０円 

７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

研修室 研修室Ａ 

－１ 

１，０５ 

０円 

７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

研修室Ａ 

－２ 

１，０５ 

０円 

７００円 ７００円 ７００円 ７００円 

研修室Ｂ 

－１ 

３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

研修室Ｂ 

－２ 

３９０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 ２６０円 

研修室Ｃ 

－１ 

３，５１ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 
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研修室Ｃ

－２ 

３，５１ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 

２，３４ 

０円 

実習室 ２，１３ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

調理実習 

室 

２，１３ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

１，４２ 

０円 

駐車場 １台につき駐車時間１５分ごとに１００円 

別表第３飲み物メニューの項中「１，０００円」を「１，３００円」に改め、同表

食べ物メニューの項中「２，０００円」を「２，６００円」に改め、同表セットメニ

ューの項中「２，８００円」を「３，６４０円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２及び別表第３の規定は、令和７年１０月１日以

後の使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用及び利

用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 

 


